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豊かな自然と歴史に包まれ、
笑顔と活力あふれる交流のまち岩国
～人・まちをつなぐ明日への架け橋～

概 要 版

第2次岩国市総合計画
後期基本計画
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 1　まちづくりの指針
　本計画は、本市が今後、2022（平成34）年度までを展望した総合的かつ計画的にまちづくりを
推進するための指針であり、本市の最上位計画となるものです。

 2　他の行政機関等に対する相互調整の指針
　本計画は、国や県、他の行政機関に対し、本市のまちづくりの方向性について明確に意思表示
を行うものであり、まちづくりに関する相互調整の際の指針となるものです。

　「第２次岩国市総合計画」は、まちづくりの指針となる総合計画として、2014（平成26）年
12月に策定し、基本構想に示すまちづくりの将来像「豊かな自然と歴史に包まれ、笑顔と活力あ
ふれる交流のまち岩国 ～人・まちをつなぐ明日への架け橋～」の実現を目指し、前期基本計画に
示す施策や取組を推進してきました。
　この前期基本計画が2018（平成30）年度に最終年度を迎えることから、前期基本計画策定以降
の社会情勢の変化に対応しつつ、引き続き、基本構想に掲げるまちづくりの将来像を実現するた
め、前期基本計画を見直し、2019（平成31）年度から2022（平成34）年度までを計画期間とす
る後期基本計画を策定するものです。 

総合計画の趣旨

基本構想基本構想
2015 年度

（平成 27年度）
2022 年度

（平成 34年度）

2015 年度
（平成 27年度）

2019 年度
（平成 31年度）

2022 年度
（平成 34年度）

基本計画
前期 4 か年 後期 4 か年

8 か年

実施計画
3 か年

2018 年度
（平成 30年度）
2018 年度

（平成 30年度）

毎年ローリング方式により
３か年の計画を策定

総合計画策定の背景と趣旨

総合計画の構成と期間

後期基本計画策定の背景と目的

 1　基本構想
　基本構想は、本市の目指すべき将来像や具体的なまちの状態を明らかにし、これらの達成のた
めに必要な施策の大綱を示すものです。
　計画期間は、2015（平成27）年度から2022（平成34）年度までの８年間とします。

 2　基本計画
　基本計画は、基本構想を具体化し、目標を実現するために必要な施策の内容を明らかにするも
のです。
　社会経済情勢の変化や本市の行財政の状況に対応するため、「前期基本計画（2015（平成27）
年度～2018（平成30）年度）」と「後期基本計画（2019（平成31）年度～2022（平成34）年
度）」に分けて策定します。

 3　実施計画
　実施計画は、基本計画に基づき、施策・事業を計画的かつ効率的に実現するための具体的な計
画です。施策・事業の優先度や財政状況に応じ、毎年度、３か年の施策の見直しを行うととも
に、総合計画の進行管理を行います。
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<全国的な時代潮流> <岩国市の地域特性> <岩国市の主要課題>

１ 岩国市の特長と成り立ち
●位置と地勢
●豊かな自然に包まれたまち
●多面性を持つ産業で栄えてきたまち
●基地と共に歩んできたまち
●歴史・文化と観光のまち

２ 人口減少と少子化・高齢化の状況
●人口減少が進み、中山間地域は過疎化が進行
●ますます進む少子化・高齢化

３ 医療・福祉の状況
●不足する医療スタッフと減少する医療施設
●増加する要支援・要介護者

４ 岩国医療センター跡地の活用
●福祉・交流拠点の整備

５ 産業活力の状況
●活力の低下が見られる第１次産業
●依然として活力が停滞している商工業
●日帰り客が多い観光
●外国人観光客の増加により、高まる
　インバウンド需要
●年々利用者が増加する岩国錦帯橋空港

６ インフラの状況
●陸・海・空の交通ネットワークの構築と
　サービスの向上
●多様なインフラの維持・充実

７ 防災の状況
●大きな被害を引き起こす自然災害と
　増加する災害時要援護者
●進む防災交流拠点の整備

８ 教育・文化等の状況
●少子化による児童・生徒数の減少
●進む文化財等の保存と芸能文化の醸成

９ 市民活動の状況
●市民活動の登録団体数は横ばい、
　地域コミュニティは希薄化

10 財政の状況
●財政は改善傾向にあるものの、
　いまだ厳しい状況

11 米軍岩国基地に関わる状況
●積極的に行われている日米交流
●大きな雇用の場となっている米軍岩国基地
●航空機騒音をはじめとする障害対策
●国防と海上交通の安全を確保する海上自衛隊
●市民が共同利用できる運動施設等のオープン

12 市民意向

更なる人口減少と
少子化・高齢化の進行

健康・医療・福祉ニーズ
の増大

変化する経済情勢と多
様化する産業・雇用構
造

持続可能な都市基盤・
環境保全への要請の
高まり

協働による自立的な
地域づくり

質の高い教育環境の
構築

求められる効率的な
行政経営

刻々と変化する世界情
勢と安全保障環境

[子育て・健康]
子供から高齢者まで誰もが
健康で暮らし続けられる環
境が必要

[産業]
地域の特長を活かした産業
活性化が必要

[都市基盤]
都市基盤の質の向上と快適
な生活環境の整備が必要

[安心・安全]
安心・安全に暮らせる環境を
守ることが必要

[教育・文化]
文化を守り、次世代へ伝え、
発信していくことが必要

[市民協働]
市民同士の絆を深めること
が必要

[行政経営]
持続可能な行政経営が必要

本市の課題を７つの主要課題に整理しました。

岩国市を取り巻く潮流と課題

※矢印や結合線は、強い関わりを示す。
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豊かな自然と歴史に包まれ、笑顔と活力あふれる交流のまち岩国
～ 人・まちをつなぐ明日への架け橋 ～

　将来像は、本計画の顔であり、計画全体を表現するものです。豊かな自然や、これまで
先人たちが守り、受け継いできた歴史・文化、また、地域のシンボルとして育んでいきた
い「錦帯橋」を念頭に置き、「架け橋」、「つなぐ」のフレーズを基に将来像を設定してい
ます。
　少子高齢化、人口減少社会においても、本市の様々な資源・人・まちがつながっていく
「交流」を通して、子供から高齢者まで誰もが未来に向けて「笑顔」で暮らせる「活力」に
満ちたまちを市民みんなでつくっていくという願いを込めています。

市 民 市 民

市 民 行 政

中心
地域

中山間
地域

中山間
地域

中山間
地域

岩国市

岩国市

他都市

他都市

　子供から高齢者まで世代を超え
て、市民と市民、市民と行政が一緒
になって、地域の課題解決に取り
組むまちを目指します。

■まちづくりのイメージ
子育て支援、高齢者の見守りによる

助けあいのまちづくり

市民活動の活性化、協働のまちづくり 地域資源の連携による交流人口の増加 空港を活かした観光振興

　地域間の交流、連携を活発にす
るとともに、それぞれの地域特性
を磨き上げ、どこに住んでいても
住みよさを感じられるまちを目指
します。
■まちづくりのイメージ

交通網整備、地域間交流、
全地域で住みよいまちづくり

　岩国錦帯橋空港をはじめとし
た、陸・海・空の交通利便性や情報
通信技術の活用により、観光、産業
など、多方面で県内外の都市と活
発に交流するまちを目指します。
■まちづくりのイメージ
恵まれた交通環境を活かした
企業誘致や産業活性化

１ 人と人をつなぐ ２ 地域と地域をつなぐ ３ 都市と都市をつなぐ

1
子育てと

いきいきとした
暮らしを

応援するまち
（福祉・健康）

2
空港を軸とした
活力ある産業と
観光のまち

（産業）

3
豊かな自然と

充実した社会基盤
により快適に
暮らせるまち
（生活環境）

4
誰もが

安心・安全に
暮らせるまち

（安心・安全）

5
心の豊かさと
生き抜く力を育む
教育文化のまち

（教育・文化）

6 支えあいと恊働でつくる絆のあるまち（市民恊働）

未来につながる健全な行政経営に取り組むまち（行政経営）

●まちづくりの将来像

●将来像を支える基本理念

●将来像を実現するための基本目標とそれを支える行政経営

目標とする将来像
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地域別のまちづくり方針
●地域別のまちづくりの考え方
　広大な市域を有する本市は、多様な地域特性を
有しています。こうした地域の魅力を最大限活用
するとともに、どこに住んでいても住みよいまち
とするため、「中心地域」と「中山間地域」それ
ぞれに地域別のまちづくり方針を設定します。
「中心地域」と「中山間地域」では、地域間の連
携を図りつつ、地域の実情に沿ったまちづくりを
進めます。

中山間地域

地域間の
連携

他
都
市
と
の
交
流
・
連
携

他
都
市
と
の
交
流
・
連
携

生活
拠点

生活
拠点

生活
拠点

中心地域

●中心地域のまちづくり方針
　都市の活力を醸成し、都市機能の集積を活かしつつ、産業の活性化、若者の雇用機会の確保、
魅力的な市街地形成など、快適な日常生活を送れる環境の整備に努め、住み続けたい、住んでみ
たいと思われる、選ばれるまちとなることを目指します。

●中山間地域のまちづくり方針
　過疎化や少子高齢化、農林水産業の低迷や担い手不足、地域のコミュニティ機能の低下などの
課題を解決し、安心・安全に暮らし続けられる中山間地域の実現に向けた取り組みを総合的かつ
計画的に推進します。

※中山間地域……旧岩国市の区域のうち、柱島、小瀬、藤河、御庄、北河内、南河内、師木野及び通津地区並びに旧由宇町、
旧玖珂町、旧本郷村、旧周東町、旧錦町、旧美川町及び旧美和町の区域

取組の方向性
・人口減少や超高齢社会への移行を踏まえ、既成市街地への都市機能の集約による魅力ある市街地形成

に取り組みます。
・恵まれた交通環境及び立地特性を産業活動や文化交流に活かしたまちづくりに取り組みます。
・市民生活に身近な道路や公園、上下水道等の都市施設の整備に取り組みます。
・岩国錦帯橋空港を活かした企業誘致や産業の活性化により、雇用機会の確保に取り組みます。
・防災機能の向上と市民協働による救援体制の構築等、安心して生活できる居住環境の整備に取り組み

ます。
・中心市街地においては、「岩国市中心市街地活性化基本計画」を策定し、魅力的な中心市街地づくり

に取り組みます。

取組の方向性
・人口減少、集落機能の低下等に対応した持続可能な地域社会づくりに取り組みます。
・地域の担い手となる幅広い世代の移住・定住者の確保に取り組みます。
・高齢者等が地域で暮らし続けることができるための生活環境の整備に取り組みます。
・大規模な自然災害等の発生に備えた施設や組織体制の整備に取り組みます。
・へき地等における医療従事者の確保と医療体制の堅持に取り組みます。
・中山間地域の活性化に向けた観光・交流の推進に取り組みます。
・農林水産業の振興に向けた担い手の確保・育成に取り組みます。
・地域資源を活かした事業展開や創業の支援に取り組みます。
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基本計画の施策構成

基本目標１

子育てといきいきとした暮らし
を応援するまち

基本目標２

空港を軸とした活力ある産業と
観光のまち

施策目標1-1
安心して子供を産み育てることができる

施策 1-1-1 子育て支援の充実
●子育て家庭への支援 ●地域における子育て支援

●子供の健やかな育ちの実現 

●質の高い教育・保育環境の確保
施策 1-1-2 親と子の健康の推進
●安心して妊娠・出産を迎えるための支援

●子供の健やかな成長・発達への支援

施策目標1-2
一人ひとりが健康づくりに積極的に取り組んでいる

施策 1-2-1 健康づくりの推進
●食育の推進 ●健康づくり推進体制の充実
施策 1-2-2 生活習慣病等の予防の推進
●生活習慣病予防の推進 ●感染症予防の推進

施策目標1-3
高齢者が生きがいをもって生活している

施策 1-3-1 高齢者の社会参加の促進
●高齢者が地域で活躍できる環境づくりの推進

●高齢者の参加の場づくりの推進
施策 1-3-2 高齢者が安心して生活できる環境づくりの推進
●高齢者が安心して生活できる体制づくりの推進

●介護予防の推進

施策目標1-4
障害者が自立し、安心して生活している

施策 1-4-1 障害者の地域での自立に向けたサービスの充実
●障害福祉サービス提供基盤の整備

●障害者の就労の支援と雇用の促進
施策 1-4-2 障害者の安心して暮らせる地域づくり
●障害及び障害のある人に対する理解の促進

●障害者の居住の安定の確保

施策目標1-5
適切な医療が受けられる環境が整っている

施策 1-5-1 医療体制の堅持
●市立の病院・診療所の医療施設等の整備

●医師・看護師等医療スタッフの確保・育成

●救急医療体制の堅持
施策 1-5-2 在宅医療の推進
●医療と介護の連携体制の構築

施策目標2-1
市内各地がつながり、多くの観光客でにぎわっている

施策 2-1-1 観光交流の推進
●観光交流人口の拡大 ●観光情報の発信
●体験型観光の推進
施策 2-1-2 観光交流基盤の整備・充実
●観光・交流設備の充実 

施策目標2-2
地場産業に活力があり、雇用が拡大している

施策 2-2-1 企業誘致の推進
●企業誘致・投資誘致の推進
施策 2-2-2 雇用の促進
●雇用の創出・起業の促進 ●若者の就業支援
施策 2-2-3 商工業の振興
●経営基盤の強化 ●商店街の活性化

施策目標2-3
魅力的でにぎわいにあふれた中心市街地となっている

施策 2-3-1 中心市街地の再生
●中心市街地活性化の推進

施策目標2-4
空港・港湾が盛んに活用されている

施策 2-4-1 空港・港湾の活用
●空港の利用促進 ●港湾の利用促進

施策目標2-5
農林水産業の経営が安定し、担い手が増えている

施策 2-5-1 農林水産業を支える担い手づくり
●農林水産業の経営支援と育成 
●農林水産業の担い手の確保と育成
施策 2-5-2 活力ある農山漁村づくり
●農山漁村の生産環境の向上と生産基盤の整備
●生産・流通・販売の支援
●農林水産業を活用した交流促進

施策目標2-6
岩国の魅力が広く知られ、岩国ファンが増えている

施策 2-6-1 シティプロモーションの推進
●特色ある魅力的な施策の推進
●情報発信による都市イメージ構築
施策 2-6-2 地域ブランド化の推進
●高付加価値化・販売促進支援、地域を挙げたプロモーショ

ンの推進
●岩国ブランド推進体制の確立

基本目標の実現に向け、以下の施策に取り組みます。
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基本目標３

豊かな自然と充実した社会基盤
により快適に暮らせるまち

基本目標４

誰もが安心・安全に暮らせる
まち

施策目標3-1
多様なニーズに対応した交通基盤が整っている

施策 3-1-1 幹線道路網の整備
●幹線道路整備の促進 ●都市計画道路整備の推進
施策 3-1-2 安全な生活道路の整備
●生活道路の整備 ●橋りょう等の維持管理の推進
施策 3-1-3 公共交通の利便性の向上
●公共交通の施設整備の推進　　　

●公共交通利用の促進

施策目標3-２
誰もが快適に暮らせる生活環境が整っている

施策 3-2-1 住宅・住環境の整備
●人と環境にやさしい住まいづくりの推進

●居住の安定に資する市営住宅の整備

●空き家対策の推進
施策 3-2-2 公園緑地の整備
●人々が集い安らぎのある公園緑地の整備
施策 3-2-3 良好な景観の形成
●景観まちづくりの推進
施策 3-2-4 上下水道の整備
●生活排水対策の推進

●安心・安定そして強
きょう

靭
じ ん

な水道事業の推進

施策目標3-３
循環型社会・低炭素社会が構築されている

施策 3-3-1 循環型社会の形成
●ごみの発生・排出削減、リサイクルの推進

●ごみの適正処理の推進 ●環境美化の推進
施策 3-3-2 エネルギー対策の推進
●地球温暖化対策・省エネルギーの推進

●再生可能エネルギー導入の推進

施策目標3-４
自然環境が適正に管理されている

施策 3-4-1 自然環境の保全
●自然環境の保全と管理

●自然環境保全の担い手の確保と育成

施策目標4-1
救急・災害時の備えが整っている

施策 4-1-1 防災対策等の充実
●防災拠点の整備

●逃げ遅れゼロを目指した防災施策の推進

●建築物の耐震・防火対策の促進

●減災対策の推進 ●浸水対策の推進
施策 4-1-2 消防・救急体制の充実
●消防力の強化・充実

●救急・救命体制の強化・充実

施策目標4-2
犯罪や事故等のない安全なまちになっている

施策 4-2-1 犯罪・事故の抑制
●消費者被害の救済と未然防止

●防犯対策の充実

●交通安全対策の促進

施策目標4-3
航空機の騒音対策や安全対策が進んでいる

施策 4-3-1 米軍岩国基地安全対策の促進
●航空機騒音の軽減

●米軍構成員等による事件・事故等の防止
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基本計画の施策構成

基本目標５

心の豊かさと生き抜く力を育む
教育文化のまち

基本目標６

支えあいと協働でつくる
絆のあるまち

基本目標

未来につながる健全な
行政経営に取り組むまち

施策目標5-1
子供たちが心豊かに成長している

施策 5-1-1 学校教育の充実
●自ら学び、自ら考える力を育む教育の推進

●学校教職員の資質能力の向上 ●英語教育の推進
施策 5-1-2 地域と一体となった教育力の向上
●地域の特性に応じた学校運営の推進

●地域の教育力の強化
施策 5-1-3 教育環境の充実
●学校施設の整備・充実 ●通学路の安全確保

施策目標5-2
良質な文化、芸術、文化財を身近に感じることができている

施策 5-2-1 文化・芸術活動の推進
●文化・芸術に接する機会の充実

●文化・芸術活動の支援
施策 5-2-2 文化財の保護・活用と伝統文化の継承
●文化財の保護・保存及び活用 ●博物館・資料館の充実

施策目標5-3
生涯学習やスポーツ活動等が盛んに行われている

施策 5-3-1 生涯学習の推進
●生涯学習施設の整備 ●生涯学習活動の推進
施策 5-3-2 スポーツ活動の推進
●スポーツ施設の整備 ●スポーツ活動の推進

施策目標5-4
国際交流が盛んで、相互理解が進んでいる

施策 5-4-1 国際交流の推進
●国際感覚を持った人材の育成

●市民の国際理解の促進

●在留・来訪外国人の生活・コミュニケーション支援

●愛宕スポーツコンプレックス等の施設を活用した交流の

推進

施策目標6-1
市民活動が活発に行われている

施策 6-1-1 市民活動の促進
●市民の自治及び協働の意識醸成と促進

●市民活動の場づくりの支援

●市民活動の拡充・リーダー等の人材育成及び活用

施策目標6-2
市民の参画意欲が高まる市政運営となっている

施策 6-2-1 市民参加の推進
●広報活動の充実 ●広聴活動の充実
施策 6-2-2 情報発信・情報共有・情報公開の推進
●行政情報の積極的な公表・公開

施策目標6-3
一人ひとりの人権が大切にされている

施策 6-3-1 人権の尊重
●人権教育・啓発の推進

●人権研修の自主的な取組の支援

●男女共同参画の推進

施策目標
市民満足度の向上と持続可能な行政経営が実現している

施策 行政経営の推進
●行政経営改革の推進

●効率的な組織編成

●職員の意識改革及び人材育成

●公共施設マネジメントの推進

●財政基盤の強化

基本目標の実現に向け、以下の施策に取り組みます。


